
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー戸建住宅ー
※正・副２部提出してください。

※1　評価書等（当社で審査を行ったもので、該当する基準適合が確認できるもの。）

　　　　　　・設計住宅性能評価書　　　　・BELS評価書　　　　・フラット35S適合証明書

□住宅省エネルギー性能証明申請書

□委任状 申請者から委任を受けて代理で行う場合は添付してください

□設計内容説明書

□現場検査依頼書※2 ※2　現場検査省略時は不要　（工事監理報告書による場合）　　

検査時期　　省エネ：断熱材施工完了時　の１回

※住宅省エネルギー性能証明書発行時に検査済証写し、評価書等の写しの提出お願いします。

□評価書等※1の活用ができない場合※3 ※3　書類審査により、基準適合を審査する場合

□住宅省エネルギー性能証明申請書

□委任状 申請者から委任を受けて代理で行う場合は添付してください

□設計内容説明書

□現場検査依頼書 ※2　現場検査省略時は不要　（工事監理報告書による場合）　　

検査時期　　省エネ：断熱材施工完了時、竣工時　の２回

□設計図書関係 □付近見取図

□配置図

□各階平面図

□立面図

□矩計図

□求積図・求積表　

□機器表

□外皮面積求積表等

□室内換気（必要換気量等がわかる計算書）

□居室面積求積図及び計算書

□その他審査に必要な書類

□各種計算書等（外皮計算・１次エネルギー消費量計算）

現場検査省略時

工事監理報告書

竣工後

□設計住宅性能評価書写し　　□BELS評価書写し　　□フラット356S適合証明書写し

□家屋番号が確認できる書類（謄本の写し等）

□工事監理報告書又は同写し

□検査済証写し

現場検査時期 基礎 躯体 断熱 竣工

新築住宅（省エネ） ○ ○

住宅省エネルギー性能証明書　必要書類

必要書類
新築住宅（該当検査までに申請）

□評価書等※1の活用ができる場合


